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制  定  ２０１４（平成２６）年４月１日 

 

 

総     則 

 

（制定の目的） 

第１条 この細則は、定款第６４条により、本会事務局各部の業務に関する基本事項を定めたも 

のである。 

 

（細則の区分） 

第２条 この細則は、事業毎に分け、それぞれ条項を定める。 

 

（改   廃） 

第３条 この細則は、理事会の議決により改廃するものとする。 

 

 

一、給付事業に関する細則 

 

（請 求 権） 

第１条 給付金の請求は、給付の対象となる事実が発生した日から３年以内に請求しなければな 

らない（２０１４年４月１日事由発生分からとする）。ただし、会員の死亡に係る給付金に 

ついてはこの限りではない。 

  ２ 請求権は、最初の会費を納入した日の属する月から発生するものとする。 

  ３ 会員が死亡した場合の請求権は、その遺族に委譲されたものとみなす。 

  ４ 前項の遺族の順位は、原則として、会員であった者の配偶者、子（年長順）、父母、孫（年 

長順）、葬儀費用を負担した親族の順とする。ただし、会員であった者が、生前に特定の意

思表示をしているときは、この限りではない。 

 

（在会年数の算定） 

第２条 在会年数を条件とする給付の期間の算定については、次のとおりとする。 

   （１）入会してから、当該事由の発生した日までの期間を在会年数とする。 

   （２）会費の未納期間がある場合は、その期間を第１号の年数から差し引いた年数を在会

年数とする。 
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   （３）第１号及び第２号の計算で生じた端数については、年未満の数値は切り捨てるもの

とする。ただし、病気慰謝料の在会期間の算定については、第８条第２項の規定によ

るものとする。 

 

（証 明 書） 

第３条 給付金請求に添付する証明書は、正式証明書の写しでも認めるものとする。 

 

（結婚祝金） 

第４条 会員が結婚したとき、４０,０００円の結婚祝金を給付する。 

  ２ 結婚祝金は、会員が市町村役場に提出した婚姻届の日をもって事由発生日とし、「結婚祝 

金請求書」に必要事項を記入し、市町村役場の証明書を添付するか又は所属長の証明を得 

て請求するものとする。 

  ３ 夫婦とも会員の場合は、それぞれに給付する。 

 

（出産祝金） 

第５条 会員及び会員の配偶者が出産したとき出生児一人につき、２０,０００円の出産祝金を給 

付する。 

  ２ 出産祝金は、会員が市町村役場に提出した出生届の日をもって事由発生日とし、「出産祝 

金請求書」に必要事項を記入し、市町村役場の証明書を添付するか又は所属長の証明を得 

て請求するものとする。 

  ３ 出産者の配偶者が会員である場合は、それぞれに給付する。 

 

（現職会員特別給付金） 

第６条 会員が入会後１０年を経過し、この間、給付を一度も受けたことのない場合、現職会員

特別給付金として２０，０００円を給付する。 

２ 現職会員特別給付金は、会員が１０年に達した日をもって事由発生日とし、条件を充足

した会員宛てに自動的に給付する。 

 

（現職会員研修費） 

第７条 会員が入会後２０年を経過したとき、現職会員研修費として２０,０００円を給付する。 

  ２ 現職会員研修費は、会員が２０年に達した日をもって事由発生日とし、条件を充足した 

会員宛てに自動的に給付する。 

 

（永続会員記念品代） 

第８条 会員が入会後３０年を経過したときは、永続会員記念品代４０,０００円を給付する。た 

だし、在会年数が３０年未満で退職による退会又は継続会員が退会する場合は、１０年以 

上２０年未満の場合には２０,０００円、２０年以上３０年未満の場合には３０,０００円 

を給付する。 

  ２ 永続会員記念品代は、会員が在会３０年に達した日をもって事由発生日とし、会員宛て 
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に自動的に給付する。ただし、在会年数３０年未満の場合の給付は、「永続会員記念品代請 

求書」に必要事項を記入し、請求するものとする。 

 

（病気慰謝料） 

第９条 会員が病気又は負傷のため、次の各号に該当したときは病気慰謝料を給付する。 

   （１）連続した入院期間が１０日以上のとき。 

   （２）病気の治療等により､連続して３週間以上出勤できなかったとき｡ 

ただし、継続会員は除くものとする。 

  ２ 病気慰謝料の給付を受けたときは、その事由発生日をもって次期病気慰謝料請求の在会 

年数算定の起点とし、この起点日から次期事由発生日が３年未満の場合はこれを給付しな 

い。 

  ３ 在会年数に対応した病気慰謝料の額は、次のとおりとする。 

   （１）４０年以上については６０,０００円 

   （２）２０年以上については５０,０００円 

   （３）１０年以上については３０,０００円 

   （４）１０年未満については２０,０００円 

  ４ 会員は、病気慰謝料給付の事由が成立したとき、「病気慰謝料請求書」に必要事項を記入 

し、入院の場合は入院証明書（入院期間明記）を添付し、また第１項第２号の場合は所属 

長の証明を得て、「病気慰謝料請求書」により請求するものとする。 

 

（災害見舞金） 

第１０条 会員が火災、風水害その他の非常災害により次の各号に掲げる災害を受けたときは災

害見舞金を給付する。 

（１） 会員が居住する家屋（会員が所有する家屋を含む）への災害の場合 

（２） 理事会が認める災害の場合 

２ 災害見舞金は、「災害見舞金請求書」に必要事項を記入し、次の各号に掲げる証明書類等

を添付し請求するものとする。 

（１）前項第１号の事由による請求の場合 「修理に関する見積書及び写真」又は「羅災

証明書」 

（２） 前項第２号の事由による請求の場合 「被災証明書」又は理事会が認める書類 

３ 災害見舞金は１件につき 20、000 円を給付する。なお、第１項第１号の事由の場合は同

一家屋に居住する会員につき、それぞれに給付する。 

４ 災害見舞金は第２項に基づき審査をし、給付する。 

（香 華 料） 

第１１条 会員の被扶養者が死亡したときは、香華料として２０,０００円を給付する。 

   ２ 被扶養者とは、会員の３親等以内の親類に属し、会員と同一世帯を形成し、会員と生 

計をともにする者をいう。ただし、会員の実父母の場合には、世帯又は生計が別であっ 

ても被扶養者とみなす。また、死産による出生児も被扶養者とみなす。 

   ３ 会員は、事由が発生した後、「香華料請求書」に必要事項を記入し、当該被扶養者の死 

亡及び会員と被扶養者との関係を証する書類を添付するか、又は所属長の証明を得て請 

求するものとする。 

 

（弔慰金） 
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第１２条 会員が死亡したとき、会員の在会年数に関係なく、その遺族に弔慰金１５０,０００円

を給付する。なお、扶養する子がある場合は、１００，０００円を付加する。 

   ２ 当該会員の遺族は、事由が発生した後、「弔慰金請求書」に必要事項を記入し、医師の

死亡診断書など当該会員の死亡を証する書類に住民票を添付するか、又は所属長の証明

を得て請求するものとする。 

 

（配偶者弔慰金） 

第１３条 会員の配偶者が死亡したときは、その会員に配偶者弔慰金５０,０００円を給付する。 

    ２ 会員は、事由が発生した後、「配偶者弔慰金請求書」に必要事項を記入し、当該配偶 

者の死亡を証する書類を添付するか、又は所属長の証明を得て請求するものとする。 

 

（旅行補助金） 

第１４条 継続会員及び継続会員の配偶者が本会の継続会員旅行に参加する場合、５回に限り旅 

行補助金を給付する。 

   ２ 旅行補助金は、会員は３０,０００円、会員の配偶者は１５,０００円とする。 

   ３ 継続会員の配偶者が、同じ継続会員である場合には、配偶者としての取扱いをしない 

ものとする。 

   ４ 会員は、参加する旅行の出発以前に「旅行補助金請求書」に必要事項を記入するもの 

とする。  

 

（継続会員介護見舞金） 

第１５条 継続会員が常時自宅介護を必要とし要支援・要介護認定等を受けたときは、継続会員 

    介護見舞金３０,０００円を給付する。     

   ２ 継続会員介護見舞金は、事由発生後１年度内に付き 1回給付する。 

   ３ 会員の家族等は、事由が発生した後、「継続会員介護見舞金請求書」に必要事項を記入 

し、｢介護保険被保険証の写し｣等を添付して請求するものとする。 

 

（還暦祝金及び長寿祝金） 

第１６条 会員が次の年齢に達したときは、還暦祝金及び長寿祝金を給付する。 

    （１）満６０歳に達したとき    ２０,０００円（還暦祝金） 

    （２）満６６歳に達したとき    ２０,０００円（長寿祝金） 

    （３）満７０歳に達したとき    ２０,０００円（長寿祝金） 

    （４）満７７歳に達したとき    ４０,０００円（長寿祝金） 

    （５）満８８歳に達したとき    ５０,０００円（長寿祝金） 

    （６）満９９歳に達したとき  １００,０００円（長寿祝金） 

   ２ 還暦祝金及び長寿祝金の給付は、事由の発生にともない、会員宛てに自動的に給付す 

るものとする。 

   ３ 還暦祝金及び長寿祝金の受給資格は、入会後１年を経過した時点で発生するものとす 
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る。 

 

（生業資金） 

第１７条 現職会員が退会したときは、生業資金を給付する。 

   ２ 生業資金は、既納会費に相当する額とし、定款第８条第１項に基づき退会する場合に 

給付する。 

   ３ 生業資金については、退会届を提出することによって請求したものとする。 

   ４ 会員の死亡に伴い、配偶者以外の遺族が生業資金を請求する場合は、会員との続柄を 

証明する書類、及び代表受給者届等の提出を求めることがある。 

 

（継続会員生業資金） 

第１８条 継続会員が退会したときは、継続会員生業資金を給付する。 

   ２ 継続会員生業資金は、継続会員会費に相当する額とし、退会する場合に給付する。 

３ 継続会員生業資金については、退会届を提出することによって請求したものとする。 

 

（継続会員の少額会費者への減額給付） 

第１９条 昭和６２年４月１日現在の継続会員のうち、下記の各号に掲げる年齢及び会費額に該 

当する者は、本細則の第４条から第１５条までの給付額の支給額を、次に掲げる給付率 

により給付するものとする。 

 

    ２ この支給方法は、昭和６３年９月１日以後の請求に対して行うものとする。 

 

 

 

二、貯金事業に関する細則 

 

（規約貯金の内容及び期間） 

第１条 名称を規約貯金とし、毎月定額を積み立てる。なお、期間は１年以上とする。 

２ 会員が、育児休業、無給（病気）休職、介護休暇、看護欠勤等の承認を受けた場合は、 

希望によりその期間中の積立てを停止することができる。 

 

（規約貯金の金額）    

号 年 齢          継 続 会 員 会 費 額          標 準 額          

１ 満６０歳未満 ６０万円未満の場合 会費額（万円）／６０万円 

２ 満６０歳以上満７０歳未満 ４０万円未満の場合 会費額（万円）／４０万円 

３ 満７０歳以上満８０歳未満 ２０万円未満の場合 会費額（万円）／２０万円 
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第２条 月額は、１,０００円以上１,０００円単位とする。 

 

（規約貯金利用者の範囲） 

第３条 利用できる者は、現職会員のみとする。 

 

（規約貯金利用の申し込み） 

第４条 利用しようとする者は、「規約貯金新規・変更申込書」を提出するものとする。 

 

（規約貯金の払い込み） 

第５条 共助会会費の納入方法（施行細則第９条）に準じて払い込むものとする。 

 

（規約貯金の利率） 

第６条 利率は、金融機関等の預貯金利率及び貯金事業・貸付事業の運営状況をもとに、理事会 

で定めるものとする。 

２ 利率は、当面年０.３１２％とする。 

  ３ 利息計算は、上記年利率による月利計算とする。 

 

（規約貯金利率の調整） 

第７条 １年未満で一部又は全額を解約する場合の利息計算は、年０.１８％の利率とする。 

 

（規約貯金利率の変更） 

第８条 第６条に規定する貯金利率は、金融機関等の預貯金利率の急激な変動により、本会の運 

営に支障があると認められる場合は、理事長は、これを変更することができる。 

  ２ 前項の規定により貯金の利率を変更したときは、変更直後の理事会及び総会に、これを 

報告しなければならない。 

 

（規約貯金払い戻し） 

第９条 払い戻しを受けようとするときは、「規約貯金払戻請求・領収書」に必要事項を記入し押 

印のうえ、申し出るものとする。 

  ２ 払い戻し金の現金受領を希望する場合は、前項の規定に加えて、本人の運転免許証又は共 

済組合員証等の身分を証するものの写しを提出しなければならない。 

  ３ 払い戻し金の現金受領を代理人に委任する場合、第１項の規定に加えて、共済組合員証等 

の依頼人と代理人との関係を証するもの及び代理人の運転免許証等の身分を証するものの 

写しを提出しなければならない。 

 

（規約貯金の満了） 

第１０条 一部を払い戻し又は全部を解約したときは、預託期間を満了したものとみなす。 
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（規約貯金の次期規約期間の開始） 

第１１条 一部を払い戻したときは、そのときをもって次期規約期間の起点として貯金を継続する

ことができる。 

 

（規約貯金決算利息） 

第１２条 通常における利息計算日は、毎年３月３１日とし、当該年度の利息はこの日をもって元

本に繰り入れるものとする。 

   ２ 利息は、入金した月は付利しない。 

 

（定額貯金利用者の範囲）   

第１３条 利用できる者は、現職会員及び継続会員とする。 

 

（定額貯金の限度額及び期間） 

第１４条 預け入れ額は、１０,０００円単位とし、その限度額を５００万円とする。 

   ２ 預け入れ期間は、５年以内とする。 

 

（定額貯金の利率及び利息） 

第１５条 利率は、金融機関等の預貯金利率及び貯金事業・貸付事業の運営状況をもとに、理事

会で定めるものとする。 

２ 利率は、当面年０.６％とする。 

   ３ 利息計算は年複利計算とし、１年未満については月利計算とする。また、入金した月

及び払い戻した月は、預入月数から除外する。 

   ４ 預け入れ期間が５年間を超えた定額貯金については、規約貯金の利率を適用する。 

 

（定額貯金の利率の変更） 

第１６条 利率の変更については、第８条第１項及び第２項の規定を準用する。 

 

（定額貯金の預け入れ及び解約） 

第１７条 貯金をしようとする者は、「定額貯金申込書」を提出のうえ、送金により預け入れるも 

のとする。 

   ２ 預金者には、「定額貯金証書」を交付する。 

   ３ 解約する場合は、定額貯金証書に裏書きをして申し出るものとする。 

   ４ 払い戻し金の現金受領を希望する場合は、前項の規定に加えて、本人の運転免許証又

は共済組合員証等の身分を証するものの写しを提出しなければならない。 

   ５ 払い戻し金の現金受領を代理人に委任する場合、第３項の規定に加えて、「定額貯金証

書」の代理人欄に必要事項を記入し押印のうえ、共済組合員証等の依頼人と代理人との

関係を証するもの及び代理人の運転免許証等の身分を証するものの写しを提出しなけれ

ばならない。 
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（定額貯金の期間満了通知） 

第１８条 期間満了する場合は、本人宛に期間満了の通知を行うものとする。 

 

三、貸付事業に関する細則 

 

（貸付を受ける資格） 

第１条 貸付を受ける者は、本会の会員でなければならない。 

 

（現職会員への貸付の種類及び額） 

第２条 現職会員への貸付の種類は、生活資金貸付、特別資金貸付、住宅資金貸付、教育奨学資 

金貸付及び引越資金等貸付の５種とする。ただし、貸付総額が１,０３０万円を上回らな 

いものとする。 

  ２ 各貸付は、次の借用理由に対し審査し、それぞれの限度額内で貸付を行うものとする。 

（１）生活資金貸付は、生活一般に関する資金とし、その限度額を３００万円とする。 

   （２）特別資金貸付は、会員の研究・研修に関する費用、会員及びその被扶養者の医療及

び結婚等に際し多額の支出を伴う場合の費用、会員又はその被扶養者が所有する建物

等が風水害及び火災等により被災した場合の復旧費用、会員またはその被扶養者にお

いてその他多額の支出が認められる場合に貸付を行うもので、その限度額を３００万

円とする。 

      ただし、扶養義務のない子に関わる貸付については結婚及び医療に限るものとする。 

      なお、特別医療資金貸付の枠は、特別資金貸付のうち２００万円までとし、会員及

び会員の被扶養者が保険診療外の先進医療及び不妊治療を受けるために必要とする場

合に貸付を行う。 

（３）住宅資金貸付は、当該会員が居住する宅地建物の購入又は住宅の新築、居住してい

る住宅の増改築及び移築等、改装、補修及び修理等に充てるもので、その限度額を５

００万円とする。 

（４）教育奨学資金貸付は、会員の子及び被扶養者を高等学校、各種専門学校（予備校を 

含む）及び大学（短期大学を含む）に在学及び進学させるために要する費用として貸

付を行うもので、その限度額を一人につき２００万円とし、二人以上の場合はその限

度額を４００万円とする。 

（５）引越資金等貸付は、会員の人事異動における転居費用、もしくは通勤定期代の費用 

として貸付けるもので、その限度額を３０万円とする。 

 

（継続会員への貸付の種類及び額） 

第３条 継続会員への貸付は、生活資金とする。 

  ２ 生活資金貸付は、生活一般に関する資金とし、その額は当該会員の定額貯金額と会費額 
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の合計額の９０％を限度額とする。 

 

（貸付利率） 

第４条 利率は、理事会で定めるものとする。 

  ２ 利率は、当面次のとおりとする。 

（１）生活資金貸付及び特別資金貸付の利率は、年１．５９６％とする。ただし、特別資

金貸付のうち特別医療資金貸付の利率は、年１.２％とする。 

   （２）住宅資金貸付の利率は、年１．５９６％とする。 

   （３）教育奨学資金貸付の利率は、年１．５６％とする。 

（４）引越資金等貸付の利率は、年１．５９６％とする。 

（貸付利率の変更） 

第５条 理事長は、金融情勢及び貯金事業・貸付事業の運営上緊急を要すると認められるときは、 

貸付利率を変更することができる。 

  ２ 前項の規定により貸付利率を変更したときは、直後の理事会及び総会に報告しなければ 

ならない。 

 

（一般資金貸付保険） 

第６条 生活資金貸付、特別資金貸付及び教育奨学資金貸付を受ける者は、官公庁等共済組合一 

般資金貸付保険の適用を受けなければならない。 

  ２ 前項の保険の適用に関わる保険料については、別途理事長が定める割合で借受人が負担

するものとする。 

 

（住宅資金貸付保険） 

第７条 住宅資金貸付を受ける者は、官公庁等共済組合住宅資金貸付保険の適用を受けなければ 

ならない。 

  ２ 前項の保険の適用に関わる保険料については、当分の間、共助会が負担する。 

 

（貸付の申込み及び制限） 

第８条 貸付を受けようとする者は、第２項から第５項のうち該当する定めに基づき、必要書類 

を理事長に提出しなければならない。 

  ２ 生活資金貸付については、「生活資金借用申込書」及び「借用証書」を、特別資金貸付に 

ついては、「特別資金借用申込書」及び「借用証書」に必要事項を記入し、所定の添付書類 

を添えて提出するものとする。 

  ３ 住宅資金貸付については、「住宅資金借用申込書」及び「借用証書」に必要事項を記入し、 

所定の添付書類を添えて提出するものとする。 

  ４ 教育奨学資金貸付については、「教育奨学資金借用申込書」及び「借用証書」に必要事項 

を記入し、所定の添付書類を添えて提出するものとする。 

  ５ 引越資金等貸付については、「引越資金等借用申込書」及び「借用証書」に必要事項を記 
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入し、所定の添付書類を添えて提出するものとする。 

  ６ 継続会員生活資金貸付については、「継続会員生活資金借用申込書」及び「借用証書」に

必要事項を記入し提出するものとする。 

  ７ 各種貸付の併用については、教育奨学資金貸付、引越資金等貸付を除き、２種類まで認 

めるものとする。また、入会後１年間は、生活資金貸付のみとする。 

  ８ 定年退職時に貸付残額が２００万円を超える場合は、共助会が指定する返済計画書を提 

出するものとする。 

  ９ 異なる種類の貸付間の相殺は、これを認めない。 

 

（貸付金償還） 

第９条 貸付金の償還回数は、別表のとおりとする。 

２ 貸付を受ける者は、申込書により申し出た償還期間中、貸付を決定した日の属する月の 

翌月から完済するまで、元利均等方式による所定の額を毎月償還しなければならない。 

  ３ 償還にあたっては、貸付金の２分の１を元利均等方式によるボーナス時償還とすること 

ができる。 

  ４ 償還にあたっては、残額の一部又は全額を償還することができる。ただし、ボーナス時 

償還を併用している場合については、一部償還を認めない。 

  ５ 償還の方法は、共助会会費の納入方法（施行細則第９条）に準じて払い込むものとする。 

  ６ 退職又は途中退会した者は、事後直ちに償還残額を一括返済しなければならない。 

 

（償還の猶予） 

第１０条 会員が育児休業、病気休職、介護休暇、看護欠勤等の承認を受けて、減給又は無給の

期間が生ずる者については、その期間の貸付金の償還を猶予することができる。 

   ２ 償還猶予期間が１年以内の場合については、償還期間中の貸付金残高を凍結し、復職

後に凍結前の残存期間による償還を再開する。 

   ３ 償還猶予期間が１年を超える場合については、２年目以降の利息を復職後の償還金に

加算するものとする。ただし、この場合、毎月又はボーナス時の償還額は凍結前の償還

額と同額とし、完済に必要な償還回数で調整する。 

 

（貸付金と給付金等との相殺） 

第１１条 会員が退職もしくは途中退会及び貸付事故が発生した場合で、貸付未償還金がある場

合は、給付事業に関する細則第１７条第３項によって生業資金並びに貯金（規約・定額）

等と相殺するものとする。 

 

 

 

四、保険事業に関する細則 



共助会業務細則 2０１４年度制定 

 １１ 

 

（事業内容） 

第１条 本会は、保険会社との間に締結した保険料の団体特別取扱いに関する契約に基 

づいて、保険料の取次事務を行う。 

 

（契約締結） 

第２条 保険料の団体特別取扱いについて、本会と保険会社との間で契約を締結又は解除 

する場合は、理事会の承認を得なければならない。 

 

（手 続 き） 

第３条 本会と契約している保険会社から異動明細書により通知のあった者について、本会の団 

体特別取扱いの対象者として、本会が保険料を徴収するものとする。 

 

（保険料の納入） 

第４条 保険料の納入方法は、共助会会費の納入方法（施行細則第９条）に準じて払い込むもの 

とする。 

    

（保険料支払） 

第５条 本会は、該当者から納入された保険料を当該生命保険会社に支払うものとする。 

 

（解約時の処理） 

第６条 保険会社から解約の連絡を受けた場合、当該加入者の保険料の引き去りを直ちに中 

止するものとする。 

  ２ 加入者から共助会に対して、保険を解約する旨の申し出があった場合は、当該保険 

会社に報告し、直ちに保険料の引き去りを中止するものとする。 

 

（引き去り事務の解除） 

第７条 加入者が本会を退会した場合は、共助会における取扱いを解除するものとする。 

 

（配当金の支払及び年末調整資料の送付） 

第８条 保険にかかわる配当金については、当該加入者が共助会に登録してある口座に振り込む 

ものとする。この際の送金通知は、所属所等を通じて行う。 

  ２ 加入保険の年末調整資料については、可能な限り所属所を通じて届けることとし、保険 

料の個人納入者の分については、それぞれに送付するものとする。 
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五、互助年金事業に関する細則 

 

第１章 総      則 

 

（目   的） 

第１条 この細則は、一般社団法人鹿児島県教職員共助会（以下「共助会」という。）定款第４条 

第１項第４号に基づき、会員の退職後の生活安定と福祉向上に資することを目的とする互 

助年金事業（以下「この事業」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

第２章 加入及び脱退 

（加入資格） 

第２条 互助年金に加入できるのは、本会の継続会員でなければならない。ただし、互助年金に 

加入していた会員が死亡した場合は、その配偶者に限り、互助年金に関しては加入者とみ 

なすものとする。 

 

（加入申込及び信託契約の締結） 

第３条 互助年金への加入申込みを希望する者は、共助会が定める互助年金加入申込書に必要事 

項を記入し、退職後６か月以内に提出するものとする。 

  ２ 前項の加入申込みをした会員は、理事会が指定した信託銀行（以下「指定金融機関」と 

いう。）との間で、互助年金信託（会員口）契約（単独運用指定金銭信託契約）（以下「信 

託契約」という。）を締結するものとする。この場合、加入者を委託者兼元本受益者、共助 

会を収益受託者、指定金融機関を受託者とする。 

  ３ 加入にあたっては、第６条第２項に規定する範囲内で、二つの指定金融機関に分けて信 

託契約を締結することができる。 

  ４ 前項の規定により信託契約を締結した者をもって、互助年金事業加入者とする。 

  ５ 第１０条に定めるＡ型年金に加入している者で、給付期間終了後、引続き加入を希望す 

る場合は、第１１条第３項、第４項及び第５項の規定に基づく継続加入を認めるものとす 

る。 

 

（資格喪失） 

第４条 加入者は、給付が終了したとき又は当該加入者が死亡した場合、加入資格を喪失する。 

ただし、死亡した加入者の配偶者及び継続加入者が引続き加入を希望するときは、その資

格を失わないものとする。 

 

 

（脱   退） 
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第５条 加入者から理事長に対し脱退の申し出がある場合は、脱退を認め、すみやかに処理する 

ものとする。 

 

第３章 信 託 契 約 

 

（預 託 金） 

第６条 加入申込者は、第９条に規定する給付を受けるため、預託金を加入者が指定した金融機 

関に納金するものとする。 

  ２ 預託金は、１口５０万円を単位とし、その限度を３０口までとし、退職金を充当するも 

のとする。 

  ３ 預託金は、二つの指定金融機関にまたがって預託することができる。 

 

（信託契約の締結時期） 

第７条 加入者は、第３条第１項に定める加入申込の手続きを終了し、退職後７か月以内に預託 

金を指定金融機関に信託するものとする。 

 

（信託証書の交付） 

第８条 指定金融機関は、信託契約の証として、互助年金信託証書を加入者に交付するものとす 

る。 

 

第４章 給     付 

 

（給 付 金） 

第９条 給付金は、次のとおりとする。 

   （１）互助年金 

    （ア）Ａ型年金 

       収益配当金をもとに年金として給付を行い、年金給付期間終了時に預託金相当額 

      を給付する。 

    （イ）Ｂ型年金 

       預託金相当額と収益配当金を年金として給付を行い、給付期間終了時まで分割し

て給付する。 

    （ウ）遺族年金 

       加入者が年金給付期間終了前に死亡した場合、その配偶者が加入者の年金受給権 

      の継承を希望したときに給付する。 

   （２）脱退一時金 

      加入者又は遺族年金の受給者が年金給付期間終了前に脱退を希望した場合、年金に 

     代えて一時金として給付する。 

   （３）遺族一時金 
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      加入者が年金給付期間終了前に死亡し、その遺族が年金に代えて一時金として受 

     取ることを希望したとき給付する。 

   （４）慶弔金 

    （ア）長寿祝金   加入者が満６６歳に達したとき給付する。 

    （イ）死亡弔慰金  加入者が死亡したとき、その遺族に給付する。 

   ２ 前項１号（ア）のＡ型年金と（イ）のＢ型年金は、第６条第２項に規定した範囲内で

併用することができる。 

 

（給付金の原資） 

第１０条 第９条に規定する給付の原資は、第３条第２項に基づいて締結した信託契約（会員口） 

及び第２０条第２項に基づいて締結した信託契約（団体口）の信託財産とする。 

 

（据置期間・給付期間） 

第１１条 互助年金は、次の据置期間、給付期間の組合せによるものとする。 

    （１）据置期間は、１年、２年、３年、５年、７年、１０年の６種類とする。ただし、

第３条第５項の規定による継続加入の場合は据置期間を設けないこともできる。 

    （２）給付期間は、２年、３年、４年、５年、７年、１０年の６種類とする。 

（３）据置期間と給付期間の組み合わせの合計を５年以上とする。 

   ２ 前項に掲げる据置期間の始期は、信託契約の締結日の属する月の翌月初日とする。た 

だし、月の初日（休日の場合はその翌日）に契約した場合は、その月の初日とする。 

   ３ 継続加入者はあらためて据置期間、給付期間及び第９条第１項第１号に定める互助年 

金の形態を指定するものとする。 

   ４ Ａ型年金の加入者で給付期間の終了までに脱退又は継続加入の申し出がない者は、以 

後給付期間終了日における信託元本相当額を預託金とし、据置期間０年、給付期間５年 

のＡ型年金に継続して加入したものとする。 

   ５ 継続して加入した場合の据置期間の計算は、第２項の定めにかかわらず、当初の互助 

年金の給付期間終了日の属する月の翌月から起算する。 

 

 

（給付金の額） 

第１２条 給付金の額は、それぞれ次のとおりとする。 

（１）互助年金、脱退一時金及び遺族一時金は、共助会が所定の給付利率に基づいて決

定する額とする。ただし、脱退一時金の給付額については信託契約締結後６か月以

内に脱退した場合は預託金の元本相当額とし、信託契約締結後６か月以上５年未満

の期間内で脱退した場合は、中途解約手数料相当額を控除した金額とする。 

    （２）長寿祝金は１万円とする。 

    （３）死亡弔慰金は３万円とする。 
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（給付金の額の改定） 

第１３条 前条の給付金の額は、金融情勢に変動及び第１６条に基づく年金財政再計算の結果の 

状況等により、必要がある場合は給付金の額を変更することができる。 

 

（給付の時期） 

第１４条 互助年金の給付時期は、毎年３月・６月・９月・１２月とし、その月の２５日に前月 

までの分を給付する。 

   ２ 脱退一時金及び遺族一時金は、請求日の属する月の翌月の２５日に給付する。ただし、 

指定金融機関に特別の定めがある場合は、当該指定金融機関の定めによるものとする。 

   ３ 長寿祝金は、満６６歳に達した日の属する月の翌月２５日に給付する。 

   ４ 死亡弔慰金は、請求のあった日の属する月の翌月２５日に給付する。 

 

（送金の方法） 

第１５条 給付金の支給を行うときは、加入者又はその遺族があらかじめ指定した金融機関を通 

じて送金するものとする。 

 

 

第５章 制 度 の 運 営 

 

（年金財政の再計算） 

第１６条 理事長は、事業の年金財政の健全化をはかるため、毎事業年度末に年金財政を検討し、 

必要に応じて事業の再検討を行うものとする。 

 

（加入者台帳の調整） 

第１７条 理事長は、事業の健全な運営の確保及び現況を把握するため、互助年金台帳を整備す 

るものとする。 

   ２ 契約の内容、住所、届出印、その他必要事項前項に変更があった場合には、遅滞なく 

処理しなければならない。 

 

 

（基本協定の締結） 

第１８条 理事長は、事業の円滑な運営をはかるため、指定金融機関と「互助年金事業に関する 

基本協定」を締結するものとする。 

 

 

（事務の委託） 

第１９条 理事長は、この事業に要する事務の一部を指定金融機関に委託することができる。 
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（資産の管理及び運用） 

第２０条 第３条第２項の信託契約により共助会が受取る収益配当金は、その管理及び運用を目 

的として、指定金融機関に預託するものとする。 

   ２ 前項に規定する預託にあたっては、共助会と指定金融機関との間で、共助会を委託者 

兼受益者、指定金融機関を受託者とする互助年金信託（団体口）契約（単独運用指定金 

銭信託契約）を締結するものとする。 

 

第６章 財      務 

 

（年金財務の計算） 

第２１条 毎事業年度の末日に年金財政の決算を行うものとする。 

 

（責任準備金） 

第２２条 事業年度末に、年金及び一時金の給付に要する要支給額を責任準備金として評価計上 

し留保するものとする。 

 

（引 当 金） 

第２３条 慶弔金の給付のため、引当金勘定を設けることができる。 

 

（特別会計） 

第２４条 事業に係わる会計は、特別会計で処理し、他の会計と区別するものとする。 

   ２ 特別会計の収支状況については、事業年度終了後に決算書を作成し、理事会及び総会 

の承認を受けるものとする。 

 

第７章 雑       則 

 

（遺族の範囲及び順位） 

第２５条 遺族の範囲及び順位は、民法の規定に準ずるものとする。 

 

（遺族の給付請求） 

第２６条 遺族年金及び遺族一時金の請求については、配偶者が生存している場合は、配偶者を 

受給者とする。また、配偶者が生存していない場合は、遺産分割協議のため共同相続人 

間で決定した代表者を受給者とする。 

   ２ 遺族年金又は遺族一時金の受給者は、遺族年金及び遺族一時金を請求にあたっては、 

所定の書類を提出しければならない。 

 

（受給権の処分禁止） 

第２７条 加入者又はその遺族は、本事業に加入したことによって生じた権利を、他人に譲渡し、 
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又は担保に供することはできない。 

 

（権利の消滅） 

 

第２８条 互助年金にかかわる諸給付については、当該事由の発生後、５年以内に請求するもの 

とする。 

 

（守秘義務） 

第２９条 互助年金事業に従事するものは、その内容をみだりに他人にもらしてはならない。 

 

（事業の廃止に伴う残余資産の処理） 

第３０条 互助年金事業を廃止するときは、残余資産の処理について理事会が決定するものとす 

る。 

 

（そ の 他） 

第３１条 この細則に定めるもののほか、互助年金事業の運営に関し必要な事項は、理事長が別 

に定める。 

 

    

 

六、公益文化事業に関する細則 

 

（制定の目的） 

第１条 この細則は、一般社団法人鹿児島県教職員共助会（以下「共助会」という。）定款第３条 

及び第４条の規定に基づき、教育学術文化に関する事業の運営に関し、必要な事項を定め 

る。 

 

（企画及び運営） 

第２条 この公益文化事業は、理事会において協議検討の上実施する。 

 

（経  費） 

第３条 この公益文化事業の経費は、公益事業等基金の収益金及び保険事業部からの繰入金その 

他をもって充てる。 

 

（事業の内容） 

第４条 この公益文化事業の内容は、次のとおりとする。 

   （１） 学校巡回公演（スクールコンサート等；年度ごとに県内の地区を割り当てて実施） 

（２） 会員が主宰するサークル活動 
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（３） 地区運営委員会単位での講演会等 

（４） 鹿児島県教職員互助組合との共催事業 

   （５） その他 

 

【改正経過】 

○2014 年 5 月 16 日第 1 回理事会承認 

 第 14 条第１項（文言追加），貸付細則第 10 条第１項（文言追加）， 貸付細則第 11 条（文言削除） 

○2015 年 8 月の持ち回り理事会で承認 

【改正理由】…改正経過に入れる（理事会が認める基準として） 

第９条（災害見舞金）の支給対象を家屋の物的損害（第１項第１号）と非常災害（火山噴火などの自然災害）

による一定期間以上（概ね１か月以上の期間）の避難生活の精神的負担（第１項第２号）に対して理事会が必要

と認める場合は支給できる（第２項）よう条項を整理し改正。 

この「避難」とは、災害対策基本法に基づき、市町村長が出す避難勧告や避難指示に従い避難することを指す

ものとする。また、第２項中、「事由が発生した後」を避難期間中でも請求できることを明確にするため「災害見

舞金は」とし、「理事会が認める書類」としては市町村が発行する被災証明書のほか避難会員による申立書でも可

とする。 

 なお、施行日は 2015 年 4 月 1 日とする。 

○2015 年 12 月 11 日第 5 回理事会で承認 

 貸付事業に関する細則 第 4 条 2 の貸付利率の変更、第 6 条、第 7 条の「当分の間」の文言挿入 

 なお、施行日は 2016 年 4 月 1 日とする。 

○2016 年 12 月 16 日第 5 回理事会で承認 

 貸付事業に関する細則 第 4 条 2 の貸付利率の変更. 

なお、施行日は 2017 年 4 月 1 日とする。 

〇2017 年 7 月 27 日貸付事業に関する業務細則」第 2 条 2 項を、「審査し」の文言を挿入する。 

○2017 年 12 月 15 日 第 4 回理事会で承認 

四 保険事業に関する細則 「生命保険」を「保険」に統一する。 

損保保険会社との保険料の団体取扱いを可能にするため。 

 なお、施行日は 2017 年 12 月 15 日とする。 

○2018 年 2 月 28 日第 5 回理事会で承認 

一 給付事業の細則 

第 6 条 新規給付の現職会員特別給付金を挿入、以降、各条を１項ずつ繰り上げ。 

第 12 条 弔慰金の給付額等の変更と花環代の廃止、新たな付加給付を導入（扶養する子がある場合） 

給付額については、2018 年度 20 万円、2019 年度 17 万円、2020 年度以降 15 万円の経過措置を設ける。 

第 13 条 配偶者弔慰金の給付額の変更 

三、貸付事業に関する細則 

第 3 条 「生活資金」を「継続会員生活資金」に変更 

第 4 条 2 の貸付利率の変更、施行日は 2018 年 7 月 1 日より 

第 6 条の 2 の保証料の導入、施行日は 2018 年 7 月 1 日、以降 0.3％の保証料の徴収 
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第 8 条の貸付の申込み及び制限の 6 に継続会員生活資金の申込み及び制限を挿入 
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＜別   表＞ 

貸 付 償 還 回 数 表 
 

貸付金額 (円) 標準償還回数 最長回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付金額 (円) 標準償還回数 最長回数 

５０,０００ １０ 

６０回 

(５年) 

３,１００,０００ １８６ 

標準回数と同じ 

１００,０００ １５ ３,２００,０００ １９２ 

１５０,０００ ２０ ３,３００,０００ １９８ 

２００,０００ ２５ ３,４００,０００ ２０４ 

２５０,０００ ３０ ３,５００,０００ ２１０ 

３００,０００ ３５ ３,６００,０００ ２１６ 

３５０,０００ ４０ ３,７００,０００ ２２２ 

４００,０００ ４５ ３,８００,０００ ２２８ 

４５０,０００ ５０ ３,９００,０００ ２３４ 

５００,０００ ５５ ４,０００,０００ ２４０ 

６００,０００ ６０ ４,１００,０００ ２４６ 

７００,０００ ６６ 

１８０回 

(１５年) 

４,２００,０００ ２５２ 

８００,０００ ７２ ４,３００,０００ ２５８ 

９００,０００ ７８ ４,４００,０００ ２６４ 

１,０００,０００ ８４ ４,５００,０００ ２７０ 

１,１００,０００ ９０ ４,６００,０００ ２７６ 

１,２００,０００ ９６ ４,７００,０００ ２８２ 

１,３００,０００ １０２ ４,８００,０００ ２８８ 

１,４００,０００ １０８ ４,９００,０００ ２９４ 

１,５００,０００ １１４ ５,０００,０００ ３００ 

１,６００,０００ １２０  

① 貸付種別によって貸付利率が違います。 

 

② 貸付利率は市場の金利を参考に変動する場合があ

ります。 

 

③ 各貸付とも最長回数の範囲内で償還回数が変更で

きます。ただし、返済計画書の必要な方はできませ

ん。 

 

④ 債務保証は、各貸付の貸付保険によります。 

  (保険料は共助会負担です。) 

 

⑤ ボーナス併用払いについては、月々の償還回数内

にあるボーナス月の回数になります｡（貸付月によっ

て異なります｡） 

１,７００,０００ １２６ 

１,８００,０００ １３２ 

１,９００,０００ １３８ 

２,０００,０００ １４４ 

２,１００,０００ １５０ 

２,２００,０００ １５６ 

２,３００,０００ １６２ 

２,４００,０００ １６８ 

２,５００,０００ １７４ 

２,６００,０００ １８０ 

２,７００,０００ １８０ 

２,８００,０００ １８０ 

２,９００,０００ １８０ 

３,０００,０００ １８０ 

 

 

貸 付 償 還 回 数 表(引越資金等貸付金のみ) 

 

貸付金額 (円) 
転居費用として
利用の場合の標 
準償還回数 

通勤定期代とし
て利用の場合の
標準償還回数 

備       考 

５０,０００   １０   ６  

① 貸付利率は市場の金利を参考に変動する場合が

あります。 

② 償還回数は、月払い標準償還回数以内となります。 

 

 

１００,０００   １５   ６ 

１５０,０００   ２０   ６ 

２００,０００   ２５   ６ 

２５０,０００   ３０   ６ 

３００,０００   ３６ 
  ６ 

 


